
 



 

個 別 注 記 表 
 

【重要な会計方針に係る事項に関する注記】 

１．資産の評価基準及び評価方法 

（１）棚卸資産の評価基準及び評価方法 

先入先出法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算

定）を適用しております。 

 

２．固定資産の減価償却の方法 

（１）有形固定資産・・・・・・定率法を適用しております。 

 ただし、2016年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物は、

定額法を適用しております。 

 

（２）無形固定資産・・・・・・定額法を適用しております。 

 なお、ソフトウェアについては、社内における見込利用可能期間（５

年）に基づく定額法を適用しております。 

            

３．引当金の計上基準 

（１）貸倒引当金・・・・・・・ 売上債権、貸付金等の債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般

債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権につ

いては個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しており

ます。 

（２）退職給付引当金・・・・・ 従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債

務及び年金資産の見込額に基づき当事業年度末において発生してい

ると認められる額を計上しております。 

数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以

内の一定の年数（11 年）による定額法により按分した額を、それぞ

れ発生の翌事業年度から費用処理しております。 

（３）役員退職慰労引当金・・・役員の退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づく期末要支給額

を計上しております。 

                 

４．重要な収益及び費用の計上基準 

「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第 29 号 2020 年３月 31 日）等を適用しており、約束

した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込ま

れる金額で収益を認識しております。 

募集型・受注型企画旅行等の旅行事業については、旅行期間内で旅程管理という履行義務が充足され

ると判断していることから、旅行代金を対価として、旅行期間にわたり収益を認識しております。 

また、Meeting, Incentive Travel, Convention, Exhibition（MICE）・セールスプロモーション(SP)

等の旅行外事業については、事業の開催期間および契約期間の進行に応じて履行義務が充足されると

判断していることから、進行基準での収益を認識しております。 

 



 

５．その他計算書類作成のための基本となる重要な事項 

（１）消費税等の会計処理・・・税抜方式によっております。 

（２）グループ通算制度・・・・当事業年度よりグループ通算制度を適用しております。 

 

【会計方針の変更に関する注記】 

（時価の算定に関する会計基準の適用指針の適用） 

「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第 31 号 2021 年６月 17 日。以下

「時価算定会計基準適用指針」という。）を当事業年度の期首より適用し、時価算定会計基準適用指針

第 27－２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計方針を将

来にわたって適用することといたしました。これによる計算書類等への影響はありません。 

 

【収益認識に関する注記】 

顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報 

収益を理解するための基礎となる情報は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記 ４．重要な収

益及び費用の計上基準」に記載の通りであります。 

 

 

【貸借対照表に関する注記】 

１．関係会社に対する金銭債権及び金銭債務 

        短期金銭債権   2,163,408,085 円 

        短期金銭債務    700,707,131 円 

 

２．有形固定資産の減価償却累計額          298,082,693 円 

 

  



 

３．顧客との契約から生じた債権、契約資産及び契約負債の残高 

（単位：円） 

 当事業年度 

顧客との契約から生じた債権 3,715,911,644 円 

契約資産(注 1) 2,923,636 円 

契約負債(注 1) 1,015,759,649 円 

(注 1)貸借対照表上、契約資産は営業未収金に、契約負債は前受金に含まれております。 

 

 

【株主資本等変動計算書に関する注記】 

１．発行済株式の種類及び総数に関する事項 

   発行済株式は普通株式で 12,000 株であります。 

 

２．配当に関する事項 

  （１）配当金支払額 

該当事項はありません。 
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